
 

 

第 11期第 1回小金井市こども家庭センター運営協議会      令和７年５月１５日 

 

小金井市市民参加条例（抜粋）  

 

第２章 市政情報の公開 

（市の会議の公開） 

第６条 市の会議は，原則として公開する。 

２ 公開の例外として認められる非公開の会議は，その理由を明らかにしなければな

らない。 

３ 非公開の会議の記録のうち，非公開とするものは，特に秘密を要すると認められ

るものに限る。 

（情報公開手段の拡充） 

第７条 市は，市民との情報の共有を図るため，次に掲げる事項に配慮し，努力しな

ければならない。 

(１) 会議録の公開 

(２) 広報紙等の拡充 

(３) 情報公開施設の拡充 

(４) 通信等情報伝達手段の充実 

 

 

 

 

小金井市市民参加条例施行規則（抜粋） 

  

（市の会議） 

第２条 条例第６条第１項に規定する市の会議とは，条例第２条第３号に規定する附

属機関等の会議をいう。 

（非公開の会議） 

第３条 条例第６条第２項に規定する非公開の会議とは，小金井市情報公開条例（平

成14年条例第31号。以下「情報公開条例」という。）第５条各号に規定する内容を

議題とする会議等をいう。 

（会議録等の非公開） 

第４条 条例第６条第３項に規定する非公開の会議の記録のうち，特に秘密を要する

と認められ非公開とするものは，情報公開条例第５条各号に規定する内容を議題と

する会議等の記録をいう。 

（会議録作成の基本方針） 

第５条 条例第７条第１号の会議録は，あらかじめ関係附属機関等に諮った上，次に

掲げる会議録の作成方法の中から，会議内容等に応じ適切な方法を選択するものと

する。 

(１) 全文記録 

(２) 発言者の発言内容ごとの要点記録 

(３) 会議内容の要点記録 

 

 

資料３ 



 

（会議録の記載事項） 

第６条 会議録（様式）には，原則として次の事項を記載するものとする。ただし，

規則，規程，細則，要綱，要領，規約等で設置根拠が定められている会議等の会議

録については，第11号に定める発言内容の記載は，主な発言要旨等の記載とするこ

とができる。 

(１) 会議の名称（附属機関等名） 

(２) 事務局（担当課） 

(３) 開催日時 

(４) 開催場所 

(５) 出席者 

(６) 傍聴の可否 

(７) 傍聴者数 

(８) 傍聴不可・一部不可の場合は，その理由 

(９) 会議次第 

(10) 会議結果 

(11) 発言内容・発言者名 

(12) 提出資料 

(13) その他必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず，率直な意見の交換や意思決定の中立性の確保のために

必要なときは，発言者名の記載を省略することができる。この場合において，発言

者名の記載の省略の可否は，当該附属機関等の出席委員の過半数をもって決するも

のとする。 

（会議録の公開の方法） 

第７条 条例第７条第１号の会議録の公開は，情報公開コーナーに据え置く等の方法

によるものとする。 


